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単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を推進
　町の浄化槽整備事業は、個人設置
型整備事業で推進されています。
　これにより、平成 29 年度までに
限り浄化槽設置工事費（本体のみ）
に対して補助金が増額され、個人負
担金の軽減が図られます。
　単独処理浄化槽（し尿のみを処理
する浄化槽）から、合併処理浄化槽
に付け替えるかたには、撤去費の一
部を補助（上限９万円）しています。

浄化槽設置工事費個人負担金の内訳

◎問い合わせ先
　役場水道課下水道係
　☎（88）5664［直通］

人槽区分

個人負担金

（旧）
平成 23 年度まで

⇨
【半額に軽減】

（新）
平成 24 年度から
平成 29 年度まで

5 人槽 170,000 円   85,000 円

７人槽 200,000 円 100,000 円

10 人槽 250,000 円 125,000 円

単独処理浄化槽撤去費補助　上限 90,000 円

平成 28 年 4 月「障害者差別解消法」が施行

○障害を理由とする差別とは？
　・不当な差別的とりあつかい
　　障害を理由として、商品やサービスの提供や
　　入店を拒否、制限したり、障害のない人には
　　つけないような条件をつけたりすること
　・合理的配慮の不提供
　　障害のある人から何らかの配慮を求める意思
　　の表明があったにもかかわらず、取り除く配
　　慮（聴覚障害のかたへの筆談や視覚障害のか
　　た方への読み上げなど）の配慮をしないこと

○住民のみなさんにできること
　・障害のある人をみつけたら、こちらから声を
　　かけて協力を申し出る
　・駐車場の「障害者等用駐車スペース」には必
　　要のない人は駐車しない
　・車いすの利用者などが手の届かない物があっ
　　たら、代わりにとって渡す
　・障害のある人に対する優遇措置に不平等感を
　　抱かない
　・災害時や緊急時に、障害に応じた協力をする
　　（車椅子を押す、一緒に避難する）

（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

　この法律は、障害を理由とする差別をなくすための法律です。国や市
町村といった行政機関、会社やお店などの民間事業者の、障害がある人
に対する「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた
法律です。障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と
個性を尊重しあい、共生できる社会をつくることを目的としています。

◎問い合わせ先
　役場町民福祉課社会福祉係　☎（86）1157［直通］
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